東洋町電話設備設置工事プロポーザル募集要項
１. 提案に対する概要
　委託業者の選定方法は、公募型プロポーザル方式とし、委託者を選定するために企画提案書の提出を受け、その内容を審査し、東洋町が委託業者を選定する。

プロポーザル参加表明とプロポーザルの提出及び委託者の選定・決定を下記のとおり実施する。
２．工事概要

今回、当該プロポーザルにて特定される業者が行う工事は次のとおりである。
（1） 対象工事名:東洋町電話設備設置工事　

（2） 工事内容
:東洋町の電話設備設置、既存電話設備撤去、導入後の運用保守に関すること。
３. 資格及び特定基準 
（1） プロポーザルの提出者に要求される資格

提案書を提出することのできるものは、次に掲げる要件のすべてを満たす単一の企業または２社以上で同要件を満たすように構成される企業連合体とします。

1 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する欠格事由に該当しないものであること。

2 国又は地方公共団体が発注する、類似工事の実績があること。
3 当該工事を行うものに選定された場合、当該工事を平成２０年度に行うことが可能な体制であり、提出書類（工事実施体制）に記載された担当者が、当該工事を行うことが出来るものであること。

4 工事実施体制における予定技術者の資格要件は、最低限下記の資格者のいずれかを有すること。

　アナログ２種（平成19年新試験制度移行前の情報処理資格）以上、

　アナログ・デジタル総合種、ＡＩ第２種以上、ＡＩ・ＤＤ総合種の工事担任者
5 建設業法２８条の規定による営業停止期間中でない者、および高知県建設工事指名停止等措置要領による指名停止（指名回避を含む。）期間中でない者であること。
6 別添に示す「東洋町電話設備設置工事仕様書」（以下「仕様書」という。）に基づいた書類提示であること。
４. プロポーザルの課題

作成要領の、「仕様書」（別紙１）に基づき、以下に示す項目に対する考え方を提案すること。

本工事の予算規模は、２，８００，０００円（消費税含む。）とする。なお、この金額は契約時の予定価格となるものではなく、本工事を実施する際の工事規模を示すものである。
５. 手続き等

（1） プロポーザル参加表明の手続き

「仕様書」に基づき、平成２０年７月１４日（月）午前８時３０分から７月２３日（火）午後５時３０分までに下記の書類を持参すること。ただし、土、日、祭日は除く。
1 様式1号　参加表明書　　　　　　　　　　　　　　　　１部

2 参加企業概要（各参加者の様式Ａ４用版）　　　　　　　１部

3 同種同類の実務実績（各参加者の様式Ａ４版）　　　　　１部

4 工事実施体制（各参加者の様式Ａ４版）　　　　　　　　１部

5 配置可能技術者の状況及び経歴（各参加者のＡ４用版）　１部

なお、参加表明書提出後に、提案参加を辞退する場合は、任意様式による書面で提出すること。

（2） プロポーザルの提出

「仕様書」に基づき、平成２０年８月１日（金）午前８時３０分から平成２０年８月８日（金）午後５時３０分までに下記の書類を持参すること。ただし、土、日、祭日は除く。なお、プロポーザルの提出によって最終の参加意思確認決定とする。また、提出資料の確認後、参加資格及び特定基準に満たない場合には速やかに失格とし通知する。その後、プロポーザルの提出物の内容について審査を行う。企画提案書について面接ヒアリングが必要である場合は、別途、面接ヒアリングの日時、場所を通知する。

1 様式２号
企画提案書頭紙　１部

提案書　　　　　　　　　　　７部

　　提案書は、「仕様書」を基に作成しサイズは、Ａ４版（縦・横自由）とする。使用するフォントの文字サイズは、自由とする。
2 見積書（各参加者の様式Ａ４版）　　　　　　　１部

　　様式は自由とし電話設備設置工事にかかる費用（消費税相当額込み）とする。

（3） 質疑

質問事項等は、平成２０年７月１６日（水）午前８時３０分から７月１８日（金）午後５時３０分までに下記の書類を持参、郵送又はＦａｘによる。電話での質問等は一切受け付けない。
1 様式３号　質問書
②  質問については、全ての参加表明提出者に対しＦａｘで回答する。

（4） 主管部署（課）
東洋町役場総務課　

〒781-7414　高知県安芸郡東洋町生見758-3
Tel　0887-29-3111
Fax　0887-29-3813
６．参加報酬及び経費等
提出書類作成費、旅費、交通費等プロポーザル参加に要する一切の経費については、参加者が負担することとする。
７．審査及び特定者の決定

（1） プロポーザルの特定にかかる審査は、東洋町電話設備設置工事プロポーザル審査委員会において厳正な審査を行い、最優秀工事委託候補者を選定する。

審査の結果は、企画提案書提出業者に文書で通知するとともに、ホームページにて公表する。

（2） 最優秀工事委託候補者と本工事の委託契約を締結するものとする。
（3） 本工事については最優秀工事委託候補者の提案を尊重するが、必ずしも提案どおりに実施されるものではなく、協議して決定するものとする。なお、委託契約は協議決定内容に基づく仕様書及び見積書を徴収し、予算規模の範囲で締結する。
（4） 最優秀工事委託候補者との委託契約が不調となった場合は、第２位の者と交渉を行うものとする。
８．その他注意事項
（1） 失格となるプロポーザル
プロポーザルが次の条件の一つに該当する場合は失格となることがある。

1 提出方法、提出先、受領期限に適合しないもの。

2 仕様書に記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。
3 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。

4 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。

5 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。

6 虚偽の内容が記載されているもの。

7 審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの。

（２） その他のプロポーザル事項
1 提出された書類は、特定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。

2 提出以降におけるプロポーザルの差し替え及び再提出は認めない。また、プロポーザルに記載した配置予定の技術者は、病休、死亡、異動等極めて特別な場合を除き、変更することが出来ない。

3 提出されたプロポーザルは返却しない。

4 提出された図書は委託業者を特定するための資料であり、提出図書に関する著作権等の主張は認めない。
（３）非特定の通知

プロポーザルを提出した者のうち、プロポーザルを特定されなかった者に対して書面により通知する。なお、審査結果に対しての異議申立は受けない。

（４）プロポーザル説明会

原則としてプロポーザル説明会は、実施しない。
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